
42018.4 広報あそ 

約３年半ぶりに規制解除

火
口
見
学
再
開

２
月
28
日
、阿
蘇
観
光
の
要
で
あ
る
阿
蘇

中
岳
第
１
火
口
へ
の
立
入
規
制
が
解
除

さ
れ
ま
し
た
。

　

火
口
見
学
の
再
開
は
、平
成
26
年
８
月
30
日

に
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
が
２
へ
引
き
上
げ
ら
れ
、

火
口
半
径
１
㌔
圏
内
の
立
入
が
規
制
さ
れ
て
以

来
約
３
年
半
ぶ
り
。

　

待
ち
に
待
っ
た
規
制
解
除
の
当
日
は
、濃
霧

規
制
に
よ
り
終
日
火
口
見
学
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、火
口
見
学
再
開
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
、

周
辺
の
自
治
体
や
観
光
関
係
者
、多
く
の
観
光

客
な
ど
が
集
ま
り
喜
び
に
湧
き
ま
し
た
。

　
３
月
３
日
に
は
、孤
立
型
微
動（
阿
蘇
山
特
有

の
火
山
性
地
震
）が
多
い
と
し
て
残
念
な
が
ら

火
口
見
学
が
自
主
規
制
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
れ

は
よ
り
安
全
に
火
口
見
学
を
楽
し
ん
で
も
ら
う

た
め
の
も
の
。事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
万
全

の
態
勢
で
お
客
様
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

阿
蘇
中
岳
第
１
火
口
は
、長
年
の
研
究
や
厳

重
な
監
視
に
よ
っ
て
噴
火
予
測
の
精
度
が
向
上

し
て
い
ま
す
。し
か
し
、活
火
山
で
あ
る
以
上
油

断
は
禁
物
で
す
。こ
れ
か
ら
も
、自
然
の
恵
み
と

人
々
の
暮
ら
し
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
火
口

と
共
存
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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H26.8.30 噴火警戒レベル 2に引き上げ
阿蘇中岳第１火口の半径 1km立入規制開始

H26.11.27 22 年ぶりにマグマ噴火
H27.9.14 噴火警戒レベル 3に引き上げ
H27.11.24 噴火警戒レベル 2に引き下げ
H28.10.8 36 年ぶりの爆発的噴火

火口周辺の転落防止柵やガス検知器等が破損
噴火警戒レベル 3に引き上げ

H28.12.20 噴火警戒レベル２に引き下げ
H29.2.7 噴火警戒レベル 1に引き下げ

火口周辺施設が復旧してないことから火口立入規制継続
H30.2.26 阿蘇火山防災会議協議会が規制解除を決定
H30.2.28 阿蘇中岳第１火口の立入規制を解除

火口見学再開

中岳火口立入規制から規制解除まで

1

2

3

4

１. 阿蘇中岳第 1 火口（H29.8 撮影）
２.�阿蘇中岳火口見学再開セレモニーでの
テープカット

３. 見学再開で喜びに湧く観光関係者
４. 火口を望む観光客
５. 火口見学の安全を祈願

5

WebTV アソ
動 画
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火
口
見
学
の
安
全
対
策

火口見学再開

予報
警報 レベル 火山活動の状況 火口周辺への立入規制内容と

発令基準 立入規制区域

噴
火
警
報

５ 避
　
難

居住地域に重大な被害を及ぼ
す噴火が発生、あるいは切迫
している状態にある 登

山
禁
止

爆発により災害が発生または発生す
る恐れがあるとき。

噴火によって影響が
認められる居住地域

４
避
難
準
備

居住地域に重大な被害を及ぼす
噴火が発生すると予想される

火
口
周
辺
警
報

３
入
山
規
制

居住地域の近くまで重大な影
響を及ぼす

２
次
規
制

噴火警戒レベル３が発表されたとき
火口から
概ね半径 4km 圏内

２
火
口
周
辺

規
　
　
制

火口周辺に影響を及ぼす
１
次
規
制

噴火警戒レベル２が発表されたとき

火口から
半径 1km 圏内

噴
火
予
報

１

活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意

火山活動は静穏。
火山活動の状態によって、火
口内で火山灰の噴出などが見
られる。

自
主
規
制

1.�濃霧により火口までの通行が危
険であるとき。
2.�有毒な二酸化硫黄を含む火山
ガスが人体に影響を及ぼす濃度
（5ppm）を超えたとき。
3.�火山活動状況に変化（火山性地
震の回数増加や地面の伸び）が見
られたとき。

規制なし　　　　　　　　火口見学が可能

阿蘇山の噴火警戒レベルと立入規制

火
口
見
学
の
条
件

　
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
火
口
を

間
近
で
望
む
こ
と
が
で
き
る
阿

蘇
中
岳
火
口
で
は
、観
光
客
が

安
心
し
て
見
学
で
き
る
よ
う
安

全
基
準
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

火
口
は
、噴
火
警
戒
レ
ベ
ル

１
の
状
況
下
で
天
候
や
火
山
ガ

ス
の
濃
度
、火
口
周
辺
の
変
化

な
ど
、一
定
の
条
件
を
全
て
ク

リ
ア
し
た
場
合
の
み
見
学
が
可

能
で
す（
下
図
参
照
）。

　
見
学
中
で
も
ガ
ス
の
濃
度
が

上
昇
し
た
場
合
な
ど
は
、即
時

に
見
学
エ
リ
ア
を
制
限
し
、火

口
監
視
員
が
安
全
な
場
所
ま
で

避
難
誘
導
を
行
い
ま
す
。

厳
重
な
監
視
体
制

　

中
岳
火
口
周
辺
は
福
岡
管
区

気
象
台
や
京
都
大
学
火
山
セ
ン

タ
ー
に
よ
っ
て
24
時
間
体
制
で

監
視
さ
れ
お
り
、火
山
の
変
化
を

い
ち
早
く
捉
え
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、火
口
周
辺
に
異

常
が
見
ら
れ
た
場
合
は
、即
時
に

厳
重
な
立
入
規
制
を
行
い
、噴
火

に
対
す
る
人
的
被
害
を
防
い
で

い
ま
す
。

火
口
周
辺
の
安
全
設
備

　
平
成
28
年
10
月
の
爆
発
的
噴

火
に
よ
っ
て
、火
口
周
辺
の
安

全
設
備
は
大
き
く
破
損
し
ま
し

た
。今
回
の
火
口
見
学
再
開
の

た
め
に
火
口
監
視
所
や
転
落
防

止
柵
、ガ
ス
警
報
装
置
、退
避
壕

な
ど
の
修
復
を
行
い
安
全
対
策

を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

修復した転落防止柵




